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   財団法人埼玉伝統工芸協会情報公開実施規程  

平成１４年３月２５日   

規程第     １号   

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、小川町情報公開条例（平成１３年小川町条例第１号） 

第２２条の規定に基づき、財団法人埼玉伝統工芸協会（以下「協会」と

いう。）において情報公開を実施するにあたり、情報の公開等に関し必

要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この規程において「情報」とは、協会の役員及び職員（以下「役  

職員」という。）が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フ

ィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によ

っては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）

であって、協会の役職員が組織的に用いるものとして、協会が保有して

いるものをいう。  

（協会の責務）  

第３条 協会は、情報の公開制度の円滑な運用を図り、県民が協会に関す  

る正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう、努めるもの

とする。  

（適正な請求及び使用）  

第４条 この規程により情報の公開の請求をしようとするものは、適正に  

これを行うとともに、これによって得た情報を適正に用いなければなら

ない。  

（請求のできるもの）  

第５条 次に掲げるものは、協会に対して情報の公開を請求することがで  

きる。  

（１）埼玉県に住所を有し、勤務し、又は在学する者  

（２）埼玉県に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体  

（３）前２号に掲げるもののほか、協会が保有している情報の公開を必要

とする相当の理由を有する個人及び法人その他の団体  
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（請求の方式）  

第６条 前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」という。）をし  

ようとするものは、情報公開請求書を協会に提出しなければならない。 

（情報の公開）  

第７条 協会は、公開請求があったときは、請求にかかる情報に次の各号  

に掲げる情報（次号において「非公開情報」という。）のいずれかが記

録されている場合を除き、請求者に対し、当該情報を公開しなければな

らない。  

（１）個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する

ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることに

より、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。  

ア 法令若しくは条例により又は慣行として公にされ、又は公にす

ることが予定されている情報。  

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすること

が必要であると認められる情報。  

ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）

第２条第１項に規定する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき

は、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に

係る部分。  

（２）法人その他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事

業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、

当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保

護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。  

（３）公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑
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の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある

と協会が認めることにつき相当の理由がある情報。  

（４）協会の内部及び協会と国、埼玉県又は他の地方公共団体との間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当

に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。  

（５）協会が行なう事務又は事業に関する情報であって、公にすることに

より、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事

務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。  

ア 検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にす

るおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその

発見を困難にするおそれ。  

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、協会の財産上の利益又

は当事者としての地位を不当に害するおそれ。  

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ、能率的な遂行を不

当に阻害するおそれ。  

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ、円滑な人事の確保に支

障を及ぼすおそれ。  

（６）協会の要請を受けて、個人又は法人等から、公にしないとの条件で

任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として

公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが

当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる

もの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公に

することが必要であると認められる情報を除く。  

（７）法令又は条例の規定により、公にすることができないとされている

情報。  

２ 公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている部分がある場合

において、その部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程

度に区分して除くことができるときは、請求者に対し、当該部分以外の

部分を公開しなければならない。  
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（請求に対する決定等）  

第８条 協会は、第６条の請求書の提出があったときは、当該請求書を受  

理した日から起算して１５日以内に公開をするかどうかの決定を行う

ものとする。ただし、協会は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、公開請求の日から起算して６０日を限度として当該期間を延

長することができる。この場合において、協会は請求者に対し、速やか

に延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

２ 協会は、情報の全部又は一部を公開することと決定した時は、請求者

に対し、その旨及び公開の実施に関し協会が定める事項を書面により通

知しなければならない。  

３ 協会は、情報の全部を公開しないとき（公開請求に係る情報を保存し

ていないときを含む。）は、公開しない旨の決定をし、請求者に対し、

その旨を書面により通知しなければならない。  

４ 請求に係る情報に協会、国、地方公共団体および請求者以外のもの（以

下「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、協会は、

第２項又は第３項の規定による決定（以下「公開決定等」という。）を

するにあたって、当該第三者に対し、情報の表示その他の事項を通知し、

意見書を提出する機会を与えることができる。  

（公開の実施及び方法）  

第９条 請求に係る情報を公開することと決定したときは、請求者に対し  

速やかに当該情報の公開をしなければならない。  

２ 公開の方法は、情報の閲覧、写しの交付又は視聴による。  

３ 閲覧又は視聴の方法による情報の公開にあたっては、当該情報を汚損

し又は破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があ

るときは、当該文書の写しによりこれを行なうことができる。  

（費用負担）  

第１０条  公開請求により情報の写しの交付を受ける者は、別表に定める  

ところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 

（情報の検索資料の作成）  

第１１条  協会は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供す  

るものとする。  
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（他の法令等との調整等）  

第１２条  法令又は条例の規定により、情報の閲覧又は交付の手続きが定  

められているときは、当該法令又は条例の定めるところによる。  

（不服の申出）  

第１３条  請求者は、公開決定等について不服があるときは、協会に対し  

て不服の申出をすることができる。  

２ 前項の申出は、公開決定等があったことを知った日から６０日以内に

しなければならない。  

３ 第１項の申出は、公開決定等があった日から１年を経過したときは、

することができない。  

４ 協会は、第１項の申出に対し回答するにあたっては、小川町長に対し

て助言を求めることができる。  

（情報提供）  

第１４条  協会は、業務及び財務等に関する資料で理事長の定めるものを  

備え置き、一般の閲覧に供するものとする。  

２ 協会は、前項に規定するものの他、県民に対し積極的に情報を提供す

るよう努めるものとする。  

（委任）  

第１５条  この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。  

 

   附 則  

１ この規程は、平成１４年１０月１日から施行する。  

２ この規程は、協会の役職員が施行日以後に職務上作成し、又は取得し

た情報について適用する。  
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別表（第１０条関係）  

 

区     分  金  額  

複写機により写しを作成する

場合（日本工業規格Ａ列３番以

内の白黒）  

１枚につき１０円  

写 し の 作 成 に

要する費用  

その他の場合  実費に相当する額  

写しの送付に要する費用  郵便料金に相当する額  

備考  １枚の画面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、２枚と

して計算する。  
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様式第１号（第６条関係）  

情 報 公 開 請 求 書 

 

平成  年  月  日  

 

財団法人埼玉伝統工芸協会 理事長 様  

 

 

請求者  

住 所                

氏 名
ふ り が な

                

電話番号                

法人その他の団体にあっては、名称、事務  

所又は事業者の所在地及び代表者の氏名  

 

 （財）埼玉伝統工芸協会情報公開実施規程第６条の規定により、次のと  

おり情報の公開を請求します。  

 

 

情 報 の 件 名 

又 は 内 容 

（公開請求する情報が特定できるよう情報の内容

を具体的に記入してください。）  

 

 

 

 

公開方法の区分 □閲覧・視聴   □写しの交付（□郵送希望）  

（注）□のある欄は、該当する事項の□内に「✓」を記入してください。 

担 当 

       課       係  

電話           （内線）  

決 定 期 限 平成    年    月    日  

備 考 
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様式第２号（第８条関係）  

情 報 公 開 決 定 通 知 書 

 

第         号  

平成  年  月  日  

 

          様  

 

財団法人埼玉伝統工芸協会 理事長 印    

 

 

平成  年  月  日付で公開請求のあった情報については、次のと

おり公開することと決定しましたので、（財）埼玉伝統工芸協会情報公開

実施規程第８条第２項の規定により通知します。  

 

情 報 の 件 名 

又 は 内 容 

 

 

公開方法の区分 □閲覧・視聴     □写しの交付（□郵送希望）  

日 時 

平成  年  月  日（  ） 

午前・午後    時   分 

公 開 の 日 時 

及 び 場 所 

場 所  

担 当 

       課       係  

電話           （内線）  

備 考 

 

 

 

（注）１ 情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 

２ 公開の当日都合の悪い場合は、予めその旨を連絡してください。 

３ この決定により公開を受ける情報は、（財）埼玉伝統工芸協会  

情報公開実施規程の趣旨に即して適正に使用してください。  
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様式第３号（第８条関係）  

情 報 部 分 公 開 決 定 通 知 書 

 

第         号  

平成  年  月  日  

 

          様  

 

財団法人埼玉伝統工芸協会 理事長 印    

 

平成  年  月  日付で公開請求のあった情報については、次のと

おり情報の一部を公開することと決定しましたので、（財）埼玉伝統工芸

協会情報公開実施規程第８条第２項の規定により通知します。  

情 報 の 件 名 

又 は 内 容 

 

 

 

公開方法の区分 □閲覧・視聴     □写しの交付（□郵送希望）  

日 時 
平成  年  月  日（  ） 

午前・午後    時   分 
公 開 の 日 時 

及 び 場 所 
場 所  

公開することが 

で き な い 部 分 

及 び 理 由 

（公開することができない部分）  

 

 

（理由）（財）埼玉伝統工芸協会情報公開実施規程  

第７条第 項第 号に該当  

担 当 
       課       係  

電話           （内線）  

※情報を公開す 

ることができる  

ようになる時期  

平成  年  月  日以後であれは、請求に係る情報

の（全部・一部）公開することができますので、同日以

後改めて公開の請求をしてください。  

備 考 
 

 

（注）１ 情報の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。 

２ 公開の当日都合の悪い場合は、予めその旨を連絡してください。 

３ この決定により公開を受ける情報は、（財）埼玉伝統工芸協会  

情報公開実施規程の趣旨に即して適正に使用してください。  

４ ※欄は、当該情報の公開をすることができない理由がなくなる

時期を予め明示することができる場合に記入してあります。  

５ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６０日以内に埼玉伝統工芸会館館長に

対して異議申立てをすることができます。  
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様式第４号（第８条関係）  

情 報 非 公 開 等 決 定 通 知 書 

 

第         号  

平成  年  月  日  

 

          様  

 

財団法人埼玉伝統工芸協会 理事長 印    

 

 

平成  年  月  日付で公開請求のあった情報については、次のと

おり公開しないことと決定しましたので、（財）埼玉伝統工芸協会情報公

開実施規程第８条第３項の規定により通知します。  

情 報 の 件 名 

又 は 内 容 

 

□非公開     □不存在     □その他  

公開することが 

で き な い 理 由 

（理由）（財）埼玉伝統工芸協会情報公開実施規程第７

条第 項第 号に該当  

担 当 

       課       係  

電話           （内線）  

※情報を公開す 

ることができる  

ようになる時期  

平成  年  月  日以後であれは、請求に係る情報

の（全部・一部）公開することができますので、同日以

後改めて公開の請求をしてください。  

備 考 

 

 

（注）１ ※欄は、当該情報の公開をすることができない理由がなくなる

時期を予め明示することができる場合に記入してあります。  

２ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知っ

た日の翌日から起算して６０日以内に埼玉伝統工芸会館館長に

対して異議申立てをすることができます。  


